
Leaps Shoin 会員規約 

 

令和 7 年 10 月改正 

第１条【名称】 

• 本会は「Leaps Shoin RG/AGG」（以下本クラブとする）と称する 

第２条【目的】 

• 会員の精神的且つ身体的成長を支援し、自主性、協調性、自己表現能力の向上を促す 

• 新体操を通した地域貢献、社会貢献を図る 

• 新体操クラブチームとしての活動の充実により、新体操をより多くの人に知らしめる 

  

第３条【構成】 

• 本クラブは地域スポーツクラブであり、本クラブの指定する指導者により指導を行う 

• 本クラブは指導者・会員及びその保護者(未成年の場合)をもって構成し、会員とは本クラブの

主催するプログラムに参加することを認められた個人をいう 

• 本クラブの活動は、指導者ならびに会員及びその保護者(未成年の場合)との協力により行うも

のとする 

  

第４条【体験レッスン】 

• 体験レッスン開催日までに本クラブホームページ、メール等から体験レッスン申込を行う 

• 本クラブに入会する前に必ず体験レッスンを受講する 

• 体験レッスン受講料を現金にて納入する 

  

第５条【入会】 

1. 入会資格 

• 本クラブは、将来的に本校（樟蔭中学校）への進学を前提とした生徒を対象とする 

• 入会に際しては、Leaps Shoin の理念および指導方針を理解し、指定中学校への進学を希望・

約束する者のみを所属対象とする 

• 所属後に進学方針が変更となった場合は、クラブ代表者の判断により、活動継続の可否を協議

するものとする 

• クラブは教育一貫の方針に基づき、学校と連携して指導・サポートを行う 

• 体験レッスンを受講した者 

• 本会の目的に賛同し、保護者の同意を得て入会登録を行った者 

• 入会費を納入した者 

• その他、申込書の承諾依頼内容を全事項承諾した者 

 

  



1. 入会方法 

• 体験レッスンの際に配布された会員申込書、または申込フォームにて申込を行う 

  

1. 入会留意事項 

• 他のプロダクション等とマネジメント契約を締結している場合は申告を必須とする 

• 入会申込書の内容に虚偽の内容が含まれていた場合や入会困難と判断された場合は入会不可

とする 

• 他クラブに所属をしている場合は入会を不可とする（新体操のみ） 

• 本クラブに適正でないと判断された場合は入会を不可とする 

  

第６条【料金】 

会員は義務として下記を納入しなければならない 

1. 会費内容 

• 入会費 

• 更新費  

• スポーツ保険料 

• レッスン費 ※翌月のレッスン費分 

  

2. 諸費用（必要に応じて発生） 

発表会参加費、強化練習費、オーディション参加費、衣装代、必要品購入費、休会費 

その他の活動に関わる際に発生する費用 など 

  

3．会費留意事項 

• 一旦納入された会費は原則として返還しない 

• 会員の私的な事情によるレッスンの欠席での返金は不可とする 

• 会費の支払いは本クラブの指定する方法にて納入する 

  

第７条【更新】 

• 本クラブの更新は毎年４月に自動更新される 

• 毎年４月に年度更新費（スポーツ保険料を含む）を納める 

• 更新された時点で会員規約に同意したものとみなす 

• 更新しない者は年度更新前の３月３１日までに退会届を提出する 

  

第８条【活動】 

1. 本クラブは、年齢・レベルに応じたクラス編成のもと、会員が段階的に AGG・新体操の技

術・表現・精神力を育むことを目的とする。 



 2.活動は以下を基本とする。 

• レッスンは各クラスに応じた練習 

• 発表会、競技会、合同練習への参加 

• クラブ主催または協賛イベントの出演 

• クラブの理念に基づく教育的・芸術的活動 

3.活動内容・日程・会場はクラブが定め、必要に応じて会員および保護者に通知する。 

• レッスンを欠席する場合、練習開始１時間前までに担当指導者に欠席連絡を入れ、３日前まで

の連絡であれば同月内での振替を可能とする（振替可能な場合のみ） 

• 体育館の借用状況やその他の事情により、月のレッスン回数が不足した場合は、年間を通して

回数調整を行う（祝日により月 6 回となる場合もあり） 

• 天災、感染症、その他やむを得ない事情により活動を休止・変更する場合は、クラブが判断し、

速やかに会員に通知するものとする。 

• 所定の施設整備・その他のやむを得ない理由により休業する場合がある 

• 会員は、本クラブが指定した手具を各自で購入する 

  

 3. 参加行事 

  本クラブ会員は年に１度開催されるクラブ発表会に参加をする 

  また、地域イベントなどの行事には、任意で参加をする 

  

第９条【休会】 

  休会時は下記項目を厳守すること 

• 休会を希望する場合は指導者より休会届を受け取り、フォームまたは書面にて本クラブに提

出をする 

• 休会費月 1,000 円を納めること 

• 休会の期間は最長１年間までとし、期限を超過した場合は退会とする 

• 休会を承認された場合、休会費を納入する 

  

第１０条【退会】 

1. 退会方法 

会員は退会届をフォームまたは書面にて本クラブに提出し、受理された場合にのみ退会するこ

とができる 

 

  

2.退会処分 

次の各号のいずれかに該当した場合、強制的に会員資格を剥奪する 

• 本規約に違反があったと判断された場合 



• レッスンの無断欠席が連続する場合 

• 正当な理由なく 3 ヶ月以上会費を滞納した場合 

• 本クラブの名誉を侵害し、目的に反する行為を行った場合 

• 本クラブの活動を継続することが困難であると判断した場合 

  

第１１条【保険】 

• 会員は、本クラブが指定するスポーツ保険への加入を義務とする 

• 保険加入の手続きは本クラブが代行する 

• 会員はこの保険料を負担し、手数料を支払う 

 

第１２条【責任】 

会員は本規約を遵守し、責任者及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動する 

  

第１３条【個人情報】 

• 入会時に提供された個人情報は本クラブの運営活動に必要な範囲のみ公開する場合がある 

• 本クラブは、活動記録及び広報を目的として、練習風景・発表会・大会の写真および動画を撮

影し、当クラブのホームぺージ、SNS、印刷物に使用する場合があります。 

 

会員および保護者は、これらの掲載目的を理解の上、肖像の使用に同意するものとします。 

なお、掲載の取り消しを希望される場合は、クラブまでご連絡ください。 

  

第１４条【損害の賠償】 

• 本クラブはその活動中の傷害について、スポーツ保険の対象範囲のみ対象とする 

• 事故が起こった場合は、規則に定める保険の適用範囲内において補償する 

• 会員は本クラブに対して一切の損害賠償を請求しないものとする 

  

第１５条【遵守事項】 

• 幼児会員の送迎は、必ず保護者が責任を持って行うものとする 

• 住所・電話等の変更の場合は、事務局まで速やかに連絡すること 

• 必要以上に指導者と個人的な連絡を取ることは認めない 

  

 

第１６条【施行】 

• この規約は、令和 7 年 11 月に改正されたものである 

• 改正が必要な場合に更新をし、本クラブホームページに公開する 

                                以上 


